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第１章 重層的支援体制整備事業の実施について 

（１）重層的支援体制整備事業の概要 

これまでの社会保障制度は、各分野における典型的なリスクや課題を想定し、高齢者、

障がい者、児童、生活困窮者など、属性別・対象者のリスク別の制度を発展させ、専門的

な支援を充実させてきました。 

しかしながら、昨今の福祉の現場では、全国的に少子高齢化や核家族化、地域コミュ

ニティの希薄化などが進む中、一つの世帯が複雑・複合的な課題を抱えている状態、た

とえば、８０代の親が５０代の子どもの生活を支える「８０５０問題」や、介護と子育

ての時期を同時に迎える「ダブルケア」、世帯全体が地域から孤立している状態など、従

来の支援体制ではケアしきれないケースが発生しており、必要な支援が届いていない可

能性があります。 

そのような中、地域共生社会の実現を目的として、市町村が創意工夫をもって包括的

な支援体制を円滑に構築し、悩みを抱えた人に寄り添い、つながりを持ち続ける「伴走

支援」を実施するために、社会福祉法に基づき、令和３年４月より実施されることにな

った新たな事業が重層的支援体制整備事業（以下「本事業」という。）です。 

 本事業では、市町村が制度の縦割りを解消し、創意工夫により相談支援体制を整備す

るとともに、これまで分野ごとに実施していた、相談・地域づくりに関連する事業の補

助を、重層的支援体制整備事業交付金として一体的に執行できるようになります。 

 そして、本事業では、市町村全体の支援機関・地域の関係者が相談を断らず受け止め、

つながり続ける支援体制を構築することをコンセプトに、「包括的な相談支援」、「参加支

援」、「地域づくりに向けた支援」の３つの支援を一体的に実施することが必須とされて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重層的支援体制整備事業全体像 イメージ図 
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事業名 事業内容 

Ⅰ
 

相
談
支
援 

包括的相談支援事業 

・属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める 
・支援機関のネットワークで対応 

・複雑化・複合化した課題は多機関協働事業へつなぐ 

（新）多機関協働事業 

・市町村全体で包括的な相談支援体制を構築 

・重層的支援体制整備事業の中核を担う（全体調整、マネジメ
ント） 

・支援関係機関の役割分担 

（新）アウトリーチ等を通じ

た継続的支援事業 

・支援が届いていない人に支援を届ける 

・会議や関係機関とのネットワークにより潜在的な相談者を見
つける 

Ⅱ 参加支援 

 
（新）参加支援事業 

・社会とのつながりを作るための支援を行う 
・利用者ニーズを踏まえたメニュー作成 

・定着支援と受け入れ先の支援 
・特に既存の社会参加に向けた事業では対応できない狭間の個

別ニーズに対応することを目指す 

Ⅲ 地域づくりに向けた支援 

 
地域づくり事業 

・世代や属性を超えて交流できる場の整備 

・個別の活動や人をコーディネート 
・地域活動の活性化 

 

（２）本市の重層的支援体制整備事業の実施時期・基本方針 

本市では、庁内連携会議や社会福祉審議会地域福祉専門分科会での検討、社会福祉協

議会等の関係機関との調整を経て、令和４年度から本事業を実施することとします。 

また、本事業の実施にあたって、以下の３点を基本方針とすることとします。 

 

越谷市重層的支援体制整備事業 実施に係る基本方針 

・本事業を令和４年度から実施すること 

・包括的相談支援事業、地域づくり事業は従前のとおり各所管課で対応すること 

・多機関協働事業、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業、参加支援事業を越谷市 

社会福祉協議会へ委託して実施すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 重層的支援体制整備事業 事業概要（社会福祉法第 106 条の４第２項） 
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第２章 重層的支援体制整備事業実施計画の策定 

（１）計画の位置づけ 

本事業の実施にあたっては、実施計画を策定することが規定されており（社会福祉法

第１０６条の５）、この計画は、その規定に基づき策定するものです。 

また、本事業は、本市の福祉関連分野における上位計画である「第３次越谷市地域福

祉計画（計画期間：令和３年度～令和７年度）」が掲げる基本理念「すべての市民が生涯

にわたり、すこやかに、いきいきと、人間らしく、安心して暮らせることができる福祉

のまちを実現する」と軌を一にすることから、同計画との整合性を図りながら策定いた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画の期間 

本実施計画の期間は、計画の終了期間を第３次越谷市地域福祉計画と合わせ、令和４

年度から令和７年度までの４年間とします。 
 

（３）計画の見直しと管理体制 

本事業の実施にあたっては、庁内関係各課や各分野の相談支援機関窓口との連携と、

地域の実情に合わせた実施体制の構築が必要となります。また、この間においても、社

会福祉法の改正や、社会経済情勢や福祉環境等変化等が想定されることから、それらを

踏まえ、必要に応じて計画の修正・見直しを行います。 

実施計画の変更見直しにあたっては、庁内連携会議および越谷市社会福祉審議会にお

いて、その内容の検討を行うものとします。 

第３次地域福祉計画 

高
齢
者
保
健
福
祉
計
画 

・
介
護
保
険
事
業
計
画 

子
ど
も
・
子
育
て 

支
援
事
業
計
画 

障
が
い
者 

計
画 

障
が
い
福
祉
計
画 

・障
が
い
児
福
祉
計
画 

総合振興計画 

重層的支援体制整備事業実施計画 

 他の福祉計画等との関係性 イメージ図 
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第３章 重層的支援体制整備事業において実施する事業（社会福祉 
     法第１０６条の４第２項各号）および実施体制 
 
本事業において実施する事業および実施体制は以下のとおりとします。 

区分 実施する事業 実施体制 

相
談
支
援 

地域包括支援セ

ンターの運営 

[第１号のイ] 

地域包括支援センター 

【支援対象者】 ６５歳以上の高齢者等 

【実施方式】 委託：社会福祉法人、医療法人等 

【圏域】 市内１２箇所 

【支援機関】 地域包括支援センター（桜井地区～南越

谷地区）計１２箇所 

【業務内容】 総合相談、権利擁護、介護予防ケアマネジ

メント、包括的・継続的ケアマネジメント 

【所管課】 地域包括ケア課 
 

既
存
事
業 

障害者相談支援

事業 

[第１号のロ] 

 

 

 

 

 

 

 

障がい者等相談支援事業 

【支援対象者】 障がいのある人及びその家族等 

【実施方式】 委託：社会福祉法人、医療法人等 

【圏域】 市内４箇所 

【支援機関】 障がい者等基幹相談支援センター・北部 

障がい者等基幹相談支援センター・東部 

障がい者等基幹相談支援センター・南部 

障がい者等基幹相談支援センター・西部 

【業務内容】 障害福祉サービス等の利用援助、社会資

源を活用するための支援、社会生活力を

高めるための支援、ピアカウンセリング、

専門機関の紹介等 

【所管課】 障害福祉課 
 

既
存
事
業 
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相
談
支
援 

利用者支援事業 

[第１号のハ] 

利用者支援事業 

 （特定型） （こども家庭センター型） 

【支援対象者】 子ども及びその保護者等 

【実施方式】 直営 直営 

【圏域】 市内１箇所(市役所

内) 

市内１箇所（市役所

内） 

【支援機関】 保育コンシェルジ

ュ（保育入所課内） 

こども家庭センター 

【業務内容】 保育所の利用者や

入所希望者からの

相談対応や情報提

供、保育所現場から

の保育に関する相

談対応等 

児童福祉（虐待対応

を含む。）及び母子

保健（母子手帳の交

付を含む。）の相談

を行い、支援を要す

る子ども・妊産婦等

へのサポートプラ

ンの作成し、必要な

支援先を案内する。 

【所管課】 保育入所課 こども家庭センター 
 

既
存
事
業 

生活困窮者自立

相談支援事業 

[第１号のニ] 

自立相談支援事業 

【支援対象者】 現に生活に困窮している、または将来に

おいて生活困窮になりうる方及びその家

族等 

【実施方式】 委託：特定非営利活動法人ワーカーズコ

ープ埼玉事業本部 

【圏域】 市内１箇所（市役所内） 

【支援機関】 生活自立相談よりそい 

【業務内容】 相談者の課題を整理した上での自立への

サポート、相談支援員による窓口・手続の

同行支援等 

【所管課】 生活福祉課 
 

既
存
事
業 
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地
域
づ
く
り
支
援 

地域介護予防活

動支援事業 

[第３号のイ] 

地域介護予防活動支援事業 

【支援対象者】 第１号被保険者の全ての者及びその支援

のための活動に関わる者 

【事業名】 介護予防リーダー

養成講座 

介護支援ボランテ

ィア 

【実施方式】 事業は直営、講座を

経て「介護予防リー

ダー」が行う活動は

ボランティアによ

る 

委託：社会福祉法人

越谷市社会福祉協

議会 

【圏域】 市内全域 

【業務内容】 地域で介護予防に

関する知識や体操

の指導ができる介

護予防リーダーを

養成するとともに、

リーダーが自治会

館等で通いの場を

立ち上げるための

支援等 

高齢者が介護保険

施設等で行ったボ

ランティア活動に

対してポイントを

付与し、高齢者の社

会参加の促進、健康

保持や介護予防を

推進する。 

【所管課】 地域包括ケア課 地域共生推進課 
 

既
存
事
業 

生活支援体制整

備事業 

[第３号のロ] 

生活支援体制整備事業 

【支援対象者】 ６５歳以上の全市民 

【実施方式】 委託：社会福祉法人越谷市社会福祉協議

会 

【圏域】 第１層（市内全域）１箇所 

第２層（各地区）１３箇所 

【業務内容】 地域のちょっとした困りごとを地域住民

同士の支え合いにより解決するため、１

３地区ごとに会議体を設置し、実施する

内容について協議する。 

【所管課】 地域共生推進課 
 

既
存
事
業 
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地域活動支援セ

ンターの基本事

業 

[第３号のハ] 

地域活動支援センター 

【支援対象者】 市内に居住する障がいのある方 

【実施方式】 委託：医療法人、ＮＰＯ法人 

【圏域】 市内２箇所 

【支援機関】 地域活動支援センターⅠ型：有朋 

地域活動支援センターⅢ型：ひかりの森 

【業務内容】 地域で生活する障がいのある方に、創作

的活動・生産活動の機会を提供し、社会と

の交流の促進を図るなど、自立した日常

生活・社会生活を営むことができるよう

援助を行う。 

【所管課】 障害福祉課 
 

既
存
事
業 

地域子育て支援

拠点事業 

[第３号のニ] 

地域子育て支援拠点事業 

【支援対象者】 子育て中の親子 

【支援機関】 子育てサロン 地域子育て支援センター 

【実施方式】 委託：社会福祉法

人、NPO 法人 

直営：（公立３箇所） 

補助金：社会福祉法

人、学校法人（私立

１１箇所） 

【圏域】 市内５箇所 市内１４箇所 

【業務内容】 育児不安等についての個別指導、子育て

サークル等の育成・支援、子育て及び子育

て支援に関する講座等の実施、ベビーシ

ッターなど地域の保育資源の情報提供、

地域の子育て家庭への支援、子育て家庭

を訪問し育児を行っている方に対して傾

聴、助言等の支援等 

【所管課】 子ども施策推進課、保育施設課 
 

既
存
事
業 

生活困窮者支援

等のための地域

づくり事業 

生活困窮者支援等のための地域づくり事業 

【支援対象者】 全市民 

【実施方式】 直営 

【圏域】 市内全域 

【業務内容】 身近な地域において、誰もが安心して生

活を維持できるよう、地域住民相互の支

え合いによる共助の取組の活性化を図る

ため、地域住民や市役所職員を対象とし

た研修等を実施する。 

【所管課】 地域共生推進課 
 

新
規
事
業 

地
域
づ
く
り
支
援 
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新
た
な
機
能 

参加支援事業 

[第２号] 

地域・社会参加支援事業 

【支援対象者】 全市民 

【実施方式】 委託：社会福祉法人越谷市社会福祉協議

会 

【圏域】 市内全域 

【支援機関】 福祉サービス事業所等ニーズと社会資源

を勘案し検討 

【業務内容】 既存の支援では対応が困難な本人や世帯

の狭間の個別ケースに対応するため、福

祉サービス事業所などの地域の社会資源

を活用、または新たな社会資源を開拓し、

要支援者の社会とのつながりづくりに向

けた支援を行う。 

【所管課】 地域共生推進課 
 

新
規
事
業 

アウトリーチ等

を通じた継続的

支援事業 

[第４号] 

アウトリーチ事業 

【支援対象者】 複合課題を抱えているが必要な支援が届

いていない人等 

【実施方式】 委託：社会福祉法人越谷市社会福祉協議

会 

【圏域】 市内全域 

【支援機関】 社会福祉法人越谷市社会福祉協議会が配

置するＣＳＷ 

【業務内容】 ひきこもり状態の方や、長期にわたり社

会と交流をしてこなかった方など、本人

との信頼関係を築くまで時間を要する方

等に対し、つながりを持ち続ける伴走支

援を行う。 

【所管課】 地域共生推進課 
 

新
規
事
業 
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新
た
な
機
能 

多機関協働事業 

[第５号・第６号] 

重層的支援会議の設置 

【支援対象者】 複合課題を抱えている市民 

【実施方式】 委託：社会福祉法人越谷市社会福祉協議

会 

【圏域】 市内全域 

【支援機関】 社会福祉法人越谷市社会福祉協議会が配

置するＣＳＷ 

【業務内容】 各相談支援機関が受けた相談ケースのう

ち、複雑・複合的な課題を抱え、既存の制

度では適用できない困難ケースについ

て、各相談支援機関からの聞き取りをも

とに支援の方向性を決め、対象者に対す

る支援プランを作成するなど、課題の解

決を図る。 

【所管課】 地域共生推進課 
 

新
規
事
業 

多機関協働事業 

[第５号・第６号] 

ＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー）の配置 

【支援対象者】 複合課題を抱えている市民 

【実施方式】 委託：社会福祉法人越谷市社会福祉協議

会 

【圏域】 市内全域 

【支援機関】 社会福祉法人越谷市社会福祉協議会 

【業務内容】 重層的支援会議の開催・運営、各相談支援

機関との調整や助言、アウトリーチ支援

などを一体的に実施し、複雑・複合的な課

題を抱えた市民の解決に向けた支援を行

う。 

【所管課】 地域共生推進課 
 

新
規
事
業 
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第４章 越谷市重層的支援体制整備事業支援体系図 

本事業における各事業と関係機関の支援体系図は、以下のとおりとします。 

○多機関協働事業及び支援プランの策定（社会福祉法第106条の4第2項第5号及び第6号）

【担 当】社会福祉協議会CSW

【内 容】①複雑化・複合化した事例に対応する支援関係機関の抱える課題の把握

②各支援関係機関の役割分担

③支援プランの策定

〇重層的支援会議（社会福祉法第106条の4第2項第6号）

【開 催】定例（毎月１回）
【担 当】地域共生推進課、社会福祉協議会CSW
【参加者】地域共生社会の実現に向けた庁内連携会議協議部会 構成員
【内 容】①プランの適切性の協議、②プラン終結時等の評価、

③社会資源の充足状況の把握と開発にむけた検討

○地域づくり事業（社会福祉法第106条の4第2項第3号）

【高 齢】 介護支援ボランティア、介護予防リーダー養成講座、きらポ（地域介護予防活動支援事業）
生活支援体制整備事業（生活支援体制整備事業）

【障がい】 地域活動支援センター（地域活動支援センター機能強化事業）
【子ども】 子育てサロン、地域子育て支援センター（地域子育て支援拠点事業）
【その他】 福祉SOSゲーム研修、地域共生社会の実現に向けた研修会（生活困窮者支援等のための地域づくり事業）

相
談
フ
ェ
ー
ズ

支
援
調
整
フ
ェ
ー
ズ

支
援
フ
ェ
ー
ズ

○包括的相談支援事業（社会福祉法第106条の4第2項第1号）

【 高 齢 】 地域包括支援センター（包括的支援事業）

【 障がい 】 障がい者等基幹相談支援センター（相談支援事業）

【 子ども 】 保育コンシェルジュ、こども家庭センター（利用者支援事業）

【生活困窮】 生活自立相談よりそい（自立相談支援事業）

各分野の相談

高
齢

障
が
い

子
ど
も

生
活
困
窮

そ
の
他

複雑・複合的な課題がある

〇支援会議（社会福祉法第106条の6）

【開 催】随時

【招 集】地域共生推進課、社会福祉協議会CSW

【参加者】事例に関わる機関の実務者

【内 容】①情報共有、②支援体制の検討、③プラン作成の検討

プランに基づき、各機関で支援を実施するほか、必要に応じて、下記の支援を実施

○アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
（社会福祉法第106条の4第2項第4号）

【担 当】社会福祉協議会CSW
【内 容】①会議や連携を通じての情報収集

②事前調整
③関係性構築に向けた支援
④家庭訪問及び同行支援

○参加支援事業
（社会福祉法第106条の4第2項第2号）

【担 当】社会福祉協議会CSW
【内 容】①個別ニーズの把握・資源開拓

②本人と社会資源のマッチング
③参加支援活動中のフォローアップ

必要に応じて、社会資源として活用

※事業を活用する際の流れは、p.10参照

支援対象者等からの同意を得た上で、
支援関係機関の役割分担や支援の目標・方向性を

プランに位置づけて整理する必要がある場合
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〇地域共生社会の実現に向けた庁内連携会議の設置 

本市では、地域共生社会の実現に向け、分野を超えた横断的な取組みを推進するため、

令和３年８月に、「地域共生社会の実現に向けた庁内連携会議」（以下「庁内連携会議」

という。）を設置しました。 

この庁内連携会議は、方針や方向性を協議する課長級会議と、複合的な課題を抱える

世帯に関するケース事例について検討する管理職・係長級会議の二部構成で組織されて

おり、２つの会議が相互に連携しながら、地域共生社会および本市における本事業の実

施方法について検討を進めてまいりました。 

令和４年度から実施する本事業では、管理職・係長級会議の構成員が、扱うケース事

例の内容に応じて「重層的支援会議」に参加するとともに、課長級会議を通じて本事業

のより良い運営方法についての協議を続けてまいります。 

 

越谷市地域共生社会の実現に向けた庁内連携会議 構成課 

部 課 

地域共生部 
地域共生推進課 

地域包括ケア課 

福祉部 

福祉総務課 

生活福祉課 

障害福祉課 

子ども家庭部 

子ども施策推進課 

子ども福祉課 

こども家庭センター 

保健医療部 
健康づくり推進課 

こころの健康支援室 

市民協働部 くらし安心課 

学校教育部 教育センター 

 

 


